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                  第１６回鷹巣阿仁地域合併協議会会議録 

 

○ 開 催 日  平成１７年 1月 24日  

○ 開催場所   合川町農村環境改善センター 

○ 次  第 

１． 開  会 

２． 会長あいさつ 

３． 会議録署名委員の指名 

４． 議 題 

 （１） 協 議 

     ・協議第５８号 鷹巣阿仁地域合併協議会の廃止について（案） 

    （２） 前回の協議会報告の追加報告（資料） 

（３）報 告  ・報告第２７号 「特別職の身分の取り扱い」の具体的調整について 

    ・報告第２８号 「使用料、手数料の取り扱い」の具体的調整について 

    ・報告第２９号 「国民健康保険事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３０号 「その他の福祉事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３１号 「保健衛生事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３２号 「生活環境事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３３号 「障害者福祉事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３４号 「高齢者福祉事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３５号 「商工・観光関係事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３６号 「農林水産関係事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３７号 「都市計画関係事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３８号 「建設関係事業の取り扱い」の具体的調整について 

・ 報告第３９号 「水道事業の取り扱い」の具体的調整について 

（４）市章公募（案）の概要について 

５．そ の 他 

６．閉   会 

〇出席者の状況 

   ■出席委員  

鷹巣町長       岸部  陞     鷹巣町議会議長   清水 修智 

         鷹巣町議会議員   簾内 順一    鷹巣町議会議員   千葉 文吉 

         鷹巣町        今野  實      鷹巣町         檜森  正  

鷹巣町        和田 テヱ子 

         合川町長      佐藤 修助     合川町議会議長    佐藤 吉次郎 
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         合川町議会議員  吉田 芳雄    

         合川町        成田 道胤    合川町          小笠原 聡  

         合川町        鈴木 孝子 

         森吉町長      近藤 健一郎   森吉町議会議長    庄司憲三郎 

         森吉町議会議員  桜井 忠雄     

         森吉町        佐藤 金正    森吉町          畠山 慎咲 

森吉町        片山 信隆 

阿仁町長       濱田  章    阿仁町議会議長    山田 博康 

         阿仁町議会議員  山田 賢三    阿仁町議会議員    小林 精一 

阿仁町        佐藤 昭春    阿仁町          三杉 営子 

阿仁町        菊地 忠雄 

 秋田県         石井  護 

 

■欠席委員        合川町  和田 三九郎    森吉町  春日 一文 

〇出席者幹事及び事務局 

（幹事） 

幹事長        吉田  茂     副幹事長           柴田 信勝 

副幹事長      惠比原 脩     副幹事長           工藤  博 

鷹巣町総務課長  今畠 健一    鷹巣町まちづくり政策課長        村上 儀平 

合川町総務課長  松岡 宗夫    合川町総務課主席課長補佐        杉渕 敬輝 

森吉町総務課長  加賀 隆久     森吉町企画観光課長      奈良 尚里 

阿仁町総務企画課長     鈴木美千英    阿仁町財務課長      田口 惣一 

（事務局） 

      事務局長       齋藤 彦志    事務局次長          佐藤  満   ほか 

 

７．会議の経過について 

 

事務局： それでは会場にお集まりの皆様、本日は誠にご苦労様です。それそれではご案内の第 16 回目

を数えます鷹巣阿仁地域合併協議会をただ今より始めさせていただきます。宜しくお願いいたします。

それでは最初に岸部会長からご挨拶がございます。 

 

岸部会長： 皆さん新年明けましておめでとうございます。特に私達にとりましては新市の元年になる年で

あります。そういう意味においては本当にめでたい年となろうかろ存じます。この新春も過ぎ行き２ヶ月

が経過しますと、いよいよもっての北秋田市誕生となる３月２２日を迎えることができることとなる訳です

が、事務事業等の調整内容も大詰めの段階であります。本日も、事務事業の調整内容の具体的な調



 3

整をどのように行うかについて、１３件もの多くの報告がそれぞれの分科会・専門部会からあがっており

ますので、じっくりとご審議いただきますようおねがいいたします。 

 

事務局： それでは恒例でありますが最初に本日の出席状況についてお知らせ申し上げます。本日は春

日委員それから和田委員の２名の方が欠席ということでございます。したがいまして 27名の皆様出席と

いうことでございまして、協議会規約第 10条第１項の規程によりまして、本日の協議会、会議が成立い

たしますことをご報告申し上げたいと思います。それから資料の方の確認をお願い致します。まず訂正

でございます。テーブルの上に次第がございますが、皆様に事前にお渡しの次第と差し替えをお願い

したいという事でございます。と申しますのは、一番最初に協議第 58 号という事で追加させていただき

ましたのでご了解願いたいと思います。続きまして、その 58号も合わせてテーブルの上に置いておりま

す。それから先程会長も申し上げましたが告示の写しを差し上げております。総務省告示はマーキン

グしております。２段目に第 34 号という事で北秋田市を設置する旨の告示が書かれております。それ

から今度は事前に配布の資料、いま改めてご確認願いたいと思います。次第は差し替えお願いしたい

という事で宜しくお願いします。その次に前回協議報告の追加報告資料という事で差し上げております。

それから報告案件ですが、27 号特別職の身分の取り扱いの関係です。28 号が使用料・手数料の取り

扱いの関係でございます。29 号が国民健康保険事業の取り扱いの具体的調整について、という事で

ございます。30 号がその他の福祉事業の取り扱いでございます。31 号が保健衛生事業の取り扱いで

ございます。32 号は生活環境事業の取り扱いでございます。33 号は障害者福祉事業の取り扱いでご

ざいます。34号が高齢者福祉事業の取り扱いでございます。それから 35号は商工観光関係事業の取

り扱いでございます。36 号が農林水産関係事業の取り扱いででございます。37 号は都市計画関係事

業の取り扱いでございます。それから 38 号が建設関係事業の取り扱いでございます。報告の最後で

す 39 号として水道事業の取り扱いでございます。それからに次に報告の後の（4）といたしまして市章

公募案の概要についての資料を差し上げてございます。どうぞ今一度確認の程お願い申し上げたい

と思います。それでは、ただ今から議長により協議の方を進めていただきたいと思いますので、宜しく

お願い申し上げます。 

 

岸部会長： それでは協議に入る前に本日の協議会の会議録の署名委員を指名させていただきます。開

催地の２号委員と３号委員となっておりますけど２号委員の佐藤吉次郎委員と、それから３号委員の成

田道胤委員の両名にお願いいたしたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

岸部会長： それでは前回の協議会で報告されました中に意見がありました内容に係る追加報告を事務局

の方からお願い致します。 

 

事務局： 議長さん済みませんがその前に協議の最初の 58号をお願いいたします。 
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岸部会長： それでは協議第 58 号の鷹巣阿仁地域合併協議会の廃止について（案）でございますが、こ

れから協議いたしたいと思います。事務局から説明してください。 

 

事務局： それでは協議第 58号の鷹巣阿仁地域合併協議会の廃止について（案）ですけども、平成 17年

1月 17日付けで、同年 3月 22日から鷹巣町、合川町、森吉町及び阿仁町を廃し、北秋田市を設置す

る旨の総務省告示がなされた。よって同月 21 日をもって鷹巣阿仁地域合併協議会は廃止するものと

する。なお、会計処理については次のとおり取り扱うものとする、という事で下の方に３つあります。１つ

が協議会予算の収支については、協議会規約第 18条の規程に基づき廃止の日をもって打ち切り、会

長がこれを決算し、監査委員の監査を受けるものとする。２つ目が決算・監査の報告については、速や

かに決算・監査報告書を作成し、各委員に通知するものとする。３つ目が廃止の日に存する鷹巣阿仁

地域合併協議会の財産及び事務については、すべて北秋田市に引き継ぐものとする。以上の３つで

ございます。以上の提案を申し上げたいと思いますので、宜しくご協議の程をお願い申し上げたいと思

います。 

 

岸部会長： はい、それでは協議第 58号、ただ今ご説明があったわけですがこれに対するご意見ございま

せんでしょうか。 

（無しの声あり） 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。それでは全会一致で認められました。それでは続きまして前回の協議

会報告の追加報告をしてください。 

 

事務局： はい、資料の１ページをご覧になっていただきたいと思います。先回入湯税についてご協議・報

告したわけですけども、文章について変更したほうが良いという事で、前は、先回は共同浴場または一

般公衆浴場に入湯するもので、その利用料金が 600円未満である施設において入湯する者というふう

な記述になっておりますが、右の方にあるとおり、鉱泉浴場に入湯する者でというふうな事で３つに分

けております。その中の２番目ですけども、宿泊する場合を除き入湯料金が 600 円未満である施設に

おいて入湯する者というのを変更いたしました。これによって鉱泉浴場という事ではっきり明示したわけ

でございます。続いて２ページでございますけども、納税貯蓄組合の関係について資料を出して欲し

いというような事でございましたので明示いたしました。15年度でございますけども、それぞれ納税組合

の皆様方のご協力によりまして、鷹巣町は全体の中の 10.6％、合川町が 52.9％、森吉町は 32.2％、阿

仁町は 52.3％が納税組合の方で納税した額というふうな資料でございます。３ページ目でございます

けども、学校給食事業・給食費でございます。一番下の所に口座振替方式というふうな事で先回お話

いたしましたけど、その下に追加といたしまして、これを 18 年度から実施するという文章を追加した次

第でございます。宜しくお願い申し上げます。 
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岸部会長： はいそれでは、入湯税の方から行きますがいかがでしょうか。訂正されて追加されております

が。はい、宜しゅうございますか。山田委員はいどうぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員： 山田でございます。前回の委員会でこの入湯税の問題につきましては、私は特に

発言を求めて、意見を述べさせていただいた訳ですが、この様に調整をいただいたという事によってこ

の圏域の入湯される方々が、みんな公平な扱いを受けることになりました。この調整に対しては敬意を

表したいと思います。 

 

岸部会長： ありがとうございました。他にご意見ございませんか。入湯税についてはこれで宜しゅうござい

ますね。はい、じゃその様に決めさせていただきます。じゃ、続きまして納税組合につきましていかがで

しょうか。はいどうぞ。 

 

鷹巣町檜森委員： それぞれの各町の事情があるようにこの納税状況を見て分かりましたが、この納税組

合があるという事で収納率は向上してるのかどうかという事をお聞きしたいと思います。特に鷹巣町の

場合ですと、町民税に関しては 3.1％というのは殆どの町民税が源泉所得税の中の代表者が代わって

納付してると言う状況が見えるわけであります。そういう事から行きますと納税組合に均等割りで、ある

一定の補助金を出すというのは公平を欠くという事だけは確かな事であります。ただ徴収率が大変な、

大きな効果があったという事が分かればいいわけでありますので。ちなみに鷹巣町の納税組合が無い

ので収納率が悪いのか、合川町は納税組合が 52.9％も徴集してるので、収納率がいいのかそのへん

の報告をお願いします。 

 

岸部会長： はいそれでは事務局で分かってましたら報告下さい。 

 

財務・税務部会： 一般税、あるいは保険税等を含めて 15年度で見ますと鷹巣町 97.66%、合川町 97.80%、

森吉町 94.67%、阿仁町 98.32%。そして国保税を見ますと鷹巣町 94.13%、合川町 96.22%、森吉町

94.52%、阿仁町 97.96%です。ちなみに全部のデーターまで揃っておりませんが、鷹巣町の例で申し

上げますと 14年度 97.37%、一般税で言いますと 15年度は 97.66%です。それから国保税で見ますと

15 年度 94.13%と申し上げましたが、93.06%という事で若干の開きが出たような気がします。納税組合

組織によってどの位どうなってるのかという事でしたが、これまで例年ずっと続いてきた組織という事で

すからその役割というのは極めて重要だろうという事で話し合いを持った次第です。ただ具体的に 10

年間通して見ていただいて、5 年間という状態には至っておりませんでしたので、いずれにしても部内

あるいは分科会では組織を継続していくべきだという事になった次第でございます。 

 

岸部会長： はい、檜森委員どうぞ。 
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鷹巣町檜森委員： 半分納得はしませんが。4月 1日から個人情報の保護が始まる訳であります。このへん

についてもこの納付書を納税組合に渡すというのはこの個人情報保護に触れる訳でありまして、そうす

るというと、自動的に納税組合に納付書を回して納付額を納入させるという事が無理になってくるわけ

でありまして、個人情報保護との関係はいかように扱う予定でありますか。 

 

事務局： そこも議論の一つになりました。奨励のあり方と合わせて、一つは窓口で、窓越しでといいますか

このの処置の方式で出来るという見方、そういうのも含めてやられてる訳ですけども、具体的のはこの

納税組合法の中で、保護の面を考えますと、やはり個人情報との関係でいいますと、前回に申し上げ

ましたが、どうも若い人が嫌がると、こういうふうな事もありました。したがって今度も若い人の加入をどち

らかというと控えると、こういう事がありまして家族でも全体でないというふうな事も話し合いをいたしてお

ります。しかし、これは非常に微妙な部分ございますけども、いわば法の元できちんとその組織が認識

してやっていると言う現実がありますので、その辺を踏まえながら継続的に進めて行くべきじゃないの

かという事です。、きっちり釈然とした解答になりませんがそういう理論でございます。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。 

 

鷹巣町檜森委員： 質問する方も歯切れが悪くなってきました。私から一つお願いするというのは、納税組

合というのはこれは必要です。税と言うのは、特に今の場合の、これからの税というのは、今までは支出

の議論はしたけれど、歳入の議論は議会はしておりません。ですからそういう意味では大変重大、重要

な問題でありますが、長い目で見ますと片方では助成制度で助成する。片方においては助成が無いと

いう。まったくこれは片手落ちだという、これは確かな事であります。かつての無理して課税をした状態

の中で納税組合法が出来たんです。これ税務署ではっきり言ってるんです。戦後の混乱の中で税務

署で勝手に税金取るために無理に課税したという事が、税務署ではっきり言ってるのです。その時に

納税組合、隣組制度を使ってどうしても集めなければならなかったということです。60 年前に遡るという

事言わなくて段階的に税を納めてその還付を受けると言うことは、決して税の中では正しいことでは無

いので、その主旨というものね、段階的に1600万円という奨励金を出していって、子供の為に掛ける為

のという意識を強くこの中で持っていただくという事を、どこかの文言の中に入れとけば、私はやめます

けど、本当にこの 1600万円というのは、私は阿仁の方々に言いますけどお宅の方の保育料の為 1600

万円あげると言うんですよ。だからねちょっとしたところの配慮あれば、大人が我慢すれば出来ることを

子供や幼児に押しつけるなという事なんですよ、だからこういうこの公平の原則、いいですか、納税とい

うのは公平の原則なんです。公平の原則、それが不公平であってはならない。ここまで喋ったのでやめ

ます。 

 

岸部会長： はい、わかりました。それでは皆さんこの件につきましては宜しゅうございますか。はい、どうぞ

小林委員。 
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阿仁町小林委員： 檜森委員から非常に厳しいご意見出ましたけれど、私は行政の中において納税組合

に安閑としてあぐらをかいて来たという実態があります。ただ今ここで組合を否定したならばですね、や

っぱり収入というふうなその税の収納を維持するのは極めて難しいと思いますけど、やはりこの制度は

これから仕事変えていくかも知れませんけど、やっぱり持続するべきだと思います。参考までお伺いし

たいのは阿仁の場合ここのところずっと納税組合の収納率が 100％に来ておりますけど、他の３町村の

収納率は、組合自体いくらになっているか教えていただけますか。 

 

岸部会長： わかりますか。組合自体の収納率。そこまでわかっていませんか。宜しゅうございますか。他に

ございませんか。それじゃ一応これは合併時にはこのまま継続していくとこういうふうな事でよろしゅうご

ざいますね。それじゃその次の給食についてでございますが、これにつきましていかがでしょうか。ご意

見ございませんか。無しというふうなことでございますが、そう受け取って宜しゅうございますか。はいそ

れじゃその様にさせていただきます。追加資料につきましての協議はこれで終わりにいたします。続き

まして報告第 27号に入りますが特別職の身分の取り扱いについて、これを報告いたします。 

 

事務局： それでは報告第 27号の特別職の身分の取り扱いについてでございます。１ページですけども今

回合併協議会において確認されました調整内容が、特別職の職員の報酬については、現行の報酬額

及び類似団体の報酬額を参考に調整する。これを基に具体的に調整をして参りました。報酬額も検討

するにあたりましてここに掲載してまとめておりますとおり、新市長が就任し新市において設置される特

別職等の報酬審議会へ諮問する間は、４町の現行の報酬額により取り扱う事を基本に検討してきまし

た。２ページをご覧になってもらいたいと思います。２ページに北秋田市の主な特別職の報酬額という

ので各特別職の報酬額を記載しております。３ページをご覧になってもらいたいと思います。これは秋

田県の市の特別職の報酬等の一覧という事で、人口３万人から４万人規模の市を対象に、その中で各

市の報酬額及びそれらの５市の平均額が記載されております。また当地域の４町の報酬額及び平均

額も記載しております。北秋田市と網掛けしている所がありますけども、そこは前のページに記載して

いる通り北秋田の主な特別職の報酬額でございます。はじめに申し上げました通り、新市長が就任し

新市において設置される特別職等の報酬審議会の諮問する間は、４町の現行の報酬額により取り扱う

ことを基本にした、検討を重ね現行の鷹巣町の金額となっております。ただし議会議員の報酬につきま

しては、昨年の７月１日に開催されました第７回の合併協議会、この中において新市の特別職等の審

議会で確認されるまでの間は今まで通り、つまり各町の報酬額によるという事で確認されておりますの

で、各町の議員報酬がその通りの額となっております。いずれにいたしましても今回報告させていただ

きました報酬額は新市において設置される特別職等の報酬審議会の諮問する間までという事でござい

ます。宜しくお願い致します。 

 

岸部会長： はい、ただ今説明がありましたけどもいかがでしょうか。はいどうぞ。山田委員さん。 

 



 8

阿仁町山田（賢）委員： 山田でございます。新市に市長が誕生してから特別職等の報酬審議会を開いて、

その新市長が審議会に諮問して答申をいただいたものがどういうふうな結果が出るかという事は、全く

今の段階では分からないわけです。そこで報酬審議会、新市長によって特別職等の給与の改訂がな

された場合には、３月22日はここにより各地域の現在支給している報酬を支給すると、こういう事になっ

てる訳ですが、私は合併協議会において色々な発言をした経緯がございます。しかもここに当時の鷹

巣町で開催された協議会の会議録も取り寄せまして、その内容等を精査した訳でございます。その中

には新市において現在のままで支給して、まちまちな形で支給して、支給した後で報酬審議会によっ

て金額に変更あった場合にはどうなるのかと、いわゆる３月分は３月中に各町で議員報酬は支給が終

わってるわけです。しかし４月１日以降はですね、報酬審議会での答申で、新しく提案された場合には

その差額が生じた場合に高い方に統一するのか、安い方に統一するのか分かりませんけども、既に支

給したものが過不足を調整するというような考え方を持っておるのかどうか、その点についてお訊ねし

たいと思います。 

岸部会長： それは部会ではいかがだったでしょうか。今の山田委員のご質問につきまして。遡って６月の

議会で審議していた事になるんでしょうけども、はいどうぞ。 

 

事務局： 新市の議員の報酬につきましては先程も申し上げました通り、新市の報酬審議会で決めて、市

長が議会にかけまして決めるわけでございます。その中で遡るか遡らないのかについても基本的には

条例ですので、決めることは可能でございますので、今遡ることに決めるか決めないかというのは事務

局ではございませんで、議会あるいは市長さんの方でご判断いただきたいと思っております。 

 

岸部会長： そういう事だそうです。宜しゅうございますか。 

 

阿仁町山田（賢）委員： ７月１日に鷹巣町で行われた協議会の議事録には今話したような事は一つも載っ

てないです。この特別職の給与というものは議会議員だけが後回しにして、その他は全部決めてるん

ですよ、法定協議会で。その点についてですね片手落ちじゃないかなとこういうふうに思うわけですが、

これはどういう感覚でこういう様な、同じ特別職でありながらその他のものは全部決めてですよ、議員の

報酬だけは後回しというような所に問題があるんじゃないのかなと思います。決めれるものは全部決め

て決められないものだとするならば、総てが報酬審議会に諮問した上で、それから条例を改正するなり、

こういうふうに私は思う訳ですがその点についてはどう考えておりますか。 

 

岸部会長： その辺検討されましたか。はいどうぞ。 

 

事務局： 検討と言いますよりも新市になりますと市長さんがまず１人誕生します。新市の市長は１人でござ

いますので、どの町長さんあるいは新しい人か誰が出たとき、どの給与にするか一つだけ決めなけれ

ばいけませんものですからこの通りひとつ鷹巣町の給与に合わせると言うことを提案させていただきま
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した。それであと、議員さんの報酬につきましては各合併協を参考にしながら皆さんの方でお決めにな

ったと私の方では理解しております。在任特例の時に別々の給与で行きましょうという事で決めていた

だいたと認識しておりましたからこの通り提案させていただきました。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員： 認識してるとかしてないとかの問題で無く、議員だけの報酬がですよ後回しにして

その他のものが全部もう合併協議会で協議が終わってるわけですよ。だからそういうふうな形でいいの

かどうなのかと、認識とかどうとかと事務方でどう考えてるか分かりませんけども、この議事録見ればはっ

きり書いておりますよ。いずれ新しい市になった場合に市長が決まってから報酬審議委員を委嘱して

その方々に市長からこういう額で特別職の給与を出したいと思うから、皆さんのご意見はどうですかと、

こういう事で諮問する訳ですよ。その審議委員の答申をいただいた上で市長が条例改正なり、そういう

のが必要ある場合には提案されると思うんですよ。それがですよ、その他のものは各町村まちまちな給

与額を統一したもので決めて、議員の報酬だけ後回しにしたと言うところに他の特別職との整合性があ

るのか無いのかと、基本的な問題です。 

 

岸部会長： その辺のところはどうですか。はいどうぞ。 

 

事務局： 先程も申し上げました通り、ちなみに隣の大館市さんも、在任特例期間中はバラバラの給与で来

ますという事を決めてございます。新市の市長さんあるいは、大館市の市長さんの給与とか助役さんの

給与とか決まってますけども、議員の給与につきましては統一しないという事を決めたと言うことでござ

います。ですからうちの方もそういうふうに、新市の審議会を開く、報酬審議会を開くまでは、取り敢え

ずバラバラで行こうという事を決めたと思っております。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員： それではもう一度お願いします。そういうふうに報酬審議会等を開いて諮問したう

えで条例改正なり必要があれば出すとこういう事、私もその点は了解しております。ただしそれまでの

間、３月 22 日になると市長職務執行者によってこの給与条例がですね専決処分されると思うんです。

その専決処分するとき今ここにある表の様な形で専決処分がされるものだと思う。その後に報酬審議

会を開いて、高い方に統一するか低い方に統一するかとはその時の市長が決める、提案するものだと

思うんです。そうした場合にもし差額が生じた場合いには、差が出来てから新しい条例遡って支給する

なら支給するという事が、要するに統一がなされておればそれで私は結構だと思う。それがそうでなく、

新しい条例が出来たときは、その日から施行するというふうになったときはですね、何のために我々が

この合併協議に参加しているかと、特に私達地元に帰った場合地元の議会に対しては、新しい市にな
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って報酬審議会を開いてそうして各町村がまちまちの給与にならないように統一されたもので決められ

ると思うから、という事で説明をしてるわけです。それが今の様に４、５、６という奴がどういう形で現れる

かによってですね我々の説明した事と全く反するものが出た場合には、これ我々の責任になりますの

でその点をはっきりしていただかなければ駄目だという事です。 

 

岸部会長： 差額につきましてはその提案する側の市長の方でいつから実施するかというふうな事も一緒

に出るわけですね。ですからその時で宜しいんじゃないですか。意志統一というよりもその時の提案す

る側の方からそれが出るということです。はい、清水委員の方から。 

 

鷹巣町清水委員： この問題の最終決定は議会です。どういうふうに受けるよりも、議会の権限で出来ます。

しかし今の段階の説明はちょっと私納得いかないんです。これ確かに山田さんが言うのも分かります。

そういうときにはこういう形で統一させるようにしたいという話し合いが、今出来てるのか出来てないのか。

これはもう既に、議会運営協議会でははっきりした結論を出して申し上げてる訳ですから、そこを説明

の中で加えてくれればいいんですよ。当然そこまでは今まで通りの方針で行かざるを得ない問題、行

かざるを得ない。それで諮問するのはやっぱり市長が諮問するので、市議会にはただあなたの方で決

めて下さいというやり方は無いはずです。その時にどういう形で諮問するか、そして出てきたものをいつ

に適用させるかというのは、議会に提案するときの市長の所で出来るのか。しかも市長がどういう提案し

ても議会はそれを修正して議決することは可能ですから、最終的には議会だけれども、どうも今の説明

はちょっとやっぱり納得いかない説明だと思います。 

 

岸部会長： 流れにつきましては今清水委員の方から詳しく説明ありましたけども、そのそういった形で行け

ばこれは適用するかしないかというふうな事、差額につきましてもですねその段階で、新しい市長の方

で提案して議会で議決するというふうな事になりますので、その時にご議論されたらどうでしょう。それ

で宜しいですか。それまではこの各町の報酬額で行くというふうな事になります。それで宜しゅうござい

ますか。はいそれではその様に決めさせていただきます。ありがとうございました。それではその次の方

に入りたいと思います。 

 

岸部会長： はいどうぞ、小林委員どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： ２ページのですね特別職の報酬額のずっと一覧ありますけど監査委員のですね、代表

監査委員６９，６００円ですが、ここのところどこの調整でも無い報酬額になってますので、その説明ちょ

っと教えて下さい。 

 

岸部会長： はい、事務局の方で。 
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岸部会長： ちょっとお待ち下さい。時間かかりますか。 

 

事務局： 済みません、ちょっと後にして貰いたいんですけども。 

岸部会長： そうですか。じゃちょっと時間下さい。それじゃその次に参りたいと思います。28 号の使用料、

手数料の取り扱いについて事務局の方で説明して下さい。 

 

事務局： 報告第 28 号の関係でございますけども、１ページをご覧になって下さるようにお願いしたいと思

います。行政財産使用料でございますけども、これについては土地、建物について二つについて右の

方に具体的な調整内容というふうな事を記載しております。土地については、使用部分に係わる土地

の１平方ｍ当たりの公有財産台帳価格に１００分の４を乗じて得た額、これは１年というのは能書きです。

建物については使用部分に係わる建物の１平方ｍ当たりの公有財産台帳に１００分の８を乗じた額の

具体的な内容でございます。２ページでございますけども、２ページの中で都市計画の中でこれは、た

ぶん具体的なこれは手数料の関係については鷹巣町の例により統一するというふうな事でそれぞれ件

数も右の方に記載しております。下の方に税という事で住宅用家屋証明でこれを１件１，３００円とありま

すけども、これは鷹巣が１，３００円ですけども、いずれ県の準則も１，３００円となっておりますので統一

というふうな事でございます。以上です。 

 

岸部会長： はいそれではただ今の 28号につきましてご質問ありましたら。はい小林委員どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： １ページの右の欄の調整１００分の４、下の方１００分の８とは、各町村の平均数値なの

か、その辺の根拠を教えてください。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 

事務局： それぞれの４町の状況があるわけです。その他に各部会、専門部会の方で近隣の市の場合の

状況設定をしてみております。大館市さんの場合も、県の場合も、横手市もそして、能代さんも１００分

の４というふうに、市の場合は１００分の４というふうに大概がそうなっております。それから建物の使用

についても大館市を含めても１００分の８とかいうふうな形ですので、それを参考に類似団体の市という

事で設定をしたということでございます。 

 

岸部会長： 類似団体に合わせたという事でございます。宜しゅうございますか。はい、それじゃ山田委員ど

うぞ。 

 

阿仁町山田（博）委員： この２ページの都市計画の宅地造成の手数料となっておるも、これ調整内容が鷹

巣町に統一するとありますが、鷹巣と阿仁の２つしか入ってないません。それであと、合川さんと森吉さ
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んこれ空欄、殆どのところ空欄になってるんですけどもこれどうしてなのか。それと、阿仁と鷹巣に統一

するにしてもその格差が余りにもありすぎるんですけども、その根拠は何でしょうか。 

 

岸部会長： これも先程と同じように説明して下さい。 

 

建設部会： それではお答えいたします。最初に合川町さん、森吉町さんにつきましては条例ががございま

せんので、出て参りません。それから金額の差でございますが、これは地方公共団体手数料令の第３

条これではっきりと謳われております。１条から３条の間で謳われておりまして阿仁町さんにつきまして

は今まで、何年かに１度この手数料、改訂されて来たわけですが、改訂されずに来たという関係で３５，

０００円と８６，０００円の差が生じているという事でございます。手数料令では８６，０００円。それから新

築住宅の６，２００円から下の方も手数料令で謳われているとおりでございます。以上です。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。かなり高くなる。宜しいですか、山田委員。はい山田委員にマイクお願

いします。 

 

阿仁町山田（博）委員： 阿仁では改訂なされておらない、そして合川さん、森吉さんにはそれが無いとな

っても、実際これが運用上例えば毎年あるとか、もう本当にたまにしか無いという事なのか、その辺はど

ういう事なんですか。 

 

岸部会長： 合川さんと森吉さんの方の実態についてどうしてここ空欄になってるのかという事ですが、お

答えお願いいたします。 

 

建設部会： はい、お答えいたします。１千平米未満の場合は市町村長が認定し、１千平米を超える場合

は知事に申請いたしまして、知事が認定するという事になりますが、これは優良宅地造成という事で、

建築基準法、宅地開発等のそういう基準にのっとった造成工事して、いわゆる手抜き工事とかそういう

ふうな事のないような優良的な宅地を造るという事を目的にしておりますが、県にあってはちょっと分か

りませんが、市町村にありましては殆ど実績というものはございません。以上です。 

 

岸部会長： はい、宜しゅうございますか。（使われてないですね、そういう事ですね）他にございませんか、

この項、28号につきまして。宜しいですか。それではこの次 29号の、国民健康保険の取り扱いについ

て説明下さい。 

 

事務局： 報告の第 29 号の国民健康保険事業の取り扱いでございます。１ページをご覧になって下さるよ

うにお願いしたいと思います。今回は報酬の所で報告となるわけでございます。報酬については一日

につき６，５００円とする調整内容でございます。２ページ、３ページの関係は成人病予防検診料助成
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事業でございますけども、これについては各種検診及び国保助成額は合併時に次のとおり統一する。

という事で人間ドックの場合、集団検診の場合、医療機関利用の場合というふうに、それぞれ金額を設

定した訳でございます。以上でございます。 

岸部会長： いかがですか。ただ今の事務局説明につきまして。宜しゅうございますか。はい、それじゃその

様にさせていただきます。それでは続きまして第 30号につきましてご説明下さい。 

 

事務局： 30 号は１ページが乳幼児等福祉医療事業でございます。これは町単独事業というふうな格好な

っております。この中で２つ区分け致しまして、１つ目が乳幼児福祉医療事業でございます。現在合川

町、森吉町が実施しております。これ、県の所得基準額を超えた乳幼児から就学前児童まで補助をす

る事業でございます。これについて具体的な調整内容と致しましては、子育て支援の観点から次のと

おり実施するという事で、この乳幼児については合川町、森吉町の例により、平成 17 年４月１日より、

統一して実施するということです。括弧の中は合川町及び森吉町については、引き続き実施することと

なるという事で要するに、阿仁町、鷹巣町を新たに入れて実施するという内容です。それから児童福祉

医療事業です。これは現在阿仁町が行っておりますけど、小学校の入学時から中学校卒業時までで

ございます。これについては阿仁町の例により、平成 17年４月１日より統一して実施すると言うことで括

弧は阿仁町については引き続き実施することとなるという事で調整内容でございます。以上でございま

す。 

 

岸部会長： はい、ただ今の事務局の説明につきまして。宜しいですか。じゃ。はいどうぞ、檜森委員。 

 

鷹巣町檜森委員： お伺いします。２ページの方の所得基準額というのは額面でいえばどの位になるもん

ですか。表面の額というのはどの位なるんですか。 

 

岸部会長： 分かりませんか。 

 

事務局： 今ちょっと手元に資料が無いということでございます。 

 

鷹巣町檜森委員： 私どうのこうのって言うのは、大変いいことですのでやって欲しいという事なんですが、

今いろんなとこで所得基準額ということで、額が出てきたり、それから所得が多い人は該当にならないと

いう人はほぼ出て来ますので所得基準額というもの自体がわからないのです。その額面がどの位の金

額だか分からない、だから目安がつけにくいという事なのです。月収が 45 万円以上の所は該当しませ

んよと、所得制限にひかかりますよとか、そういう事だけが判ればそれでいいです。この制度そのものと

いうのは大賛成だという事を伝えながら終わります。 

 

岸部会長： はいそれではそれも、この会の終わり迄でも分かりましたら報告いたします。それじゃその次に
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はいりたいと思いますが 31 号でございますね。保健衛生事業の取り扱いについて、事務局の方で説

明して下さい。 

 

事務局： 報告第 31 号の保険衛生関係でございます。非常にページ数が多いわけでございますけども、

ひとつはこれは老人保健事業の関係でございます。括弧が事業一覧となっておりますけども、具体的

な調整内容ということで右の方に記載しております。合併時に次のとおりに実施するという事で詳細に

ついては別紙１、これは７ページから 15ページに載っておりますけども、まずはこの老人保健事業のな

かで右の方に書いてあるとおり基本健康診断から始まりまして下の方のその他のドック、市民ドックまで

これらを実施するというふうな事でございます。２ページ目が老人保健事業の続きでございますけども、

その中で項目の中で健康手帳の交付から始まりまして、いろんな健康診査があります。これが、13 ペ

ージから 15ページの中で説明いたします。それから母子保健事業がその下になります。これは合併時

にはこのとおり実施するという事で乳児前期健康診断から母子健康教育までこういうふうな事業関係の

件数があるというふうな事でございます。これが 16ページから 20ページに記載しております。それから

３ページが予防接種事業でございます。予防接種事業も上の方にあるとおりポリオから肺球までのこう

いう幅広い件数の予防接種事業を行うというふうな事です。これの詳細については 21 ページから 22

ページに記載しております。４ページでございます。４ページは病院・診療所事業の中での使用料に

ついてでございます。現在合川町の国保診療所、阿仁町の町立病院この２つがそれぞれこういう資料

があります。これを合併時に統一するということで使用料は合併時に次のとおり統一を図るというふうな

事で右の方に点数を書いております。その中で個室というところがありますけども、阿仁町の所が 530

円になっております。で、市の統一の具体的内容の方が 520円になってますけども、なんで 10円下が

っておるのかというような事でございます。これは 500 円に消費税を掛けた場合の金額 525 円になりま

すので切り捨てて 520円というふうにした次第でございます。５ページも同じように手数料についてそれ

ぞれこういうふうな形で統一を図って実施したいというふうな事でございます。６ページも病院・診療所

の手数料でございます。こういうふうな金額設定を具体的に行いました。続いて７ページですけども、先

程いいました健康診断関係の老人保健事業の具体的な関係でございます。基本健康診断・集団方式

の場合ですけどもこれについては、国の実施要領どおり 40 歳以上を実施するということです。その他

に検査については国の実施要領どおり選択項目は医師の判断に基づき選択的に実施すると。各種検

査内容、個人負担、免除、委託先、委託単価、同時実施、その他というふうに次の右の方に調整内容

ががあって字がちょっと小さくて見えにくいと思いますけどそういうふうな形の具体的な調整内容でござ

います。基本健康診査もそのとおりで集団方式と同様に行われております。８ページが肝炎ウイルスの

検診。これも国の基準、国の実施要領どおり集団基本検診を、対象者は国の実施要領どおりとなりま

す。それから実施時期についても集団方式の基本検診と同じような形で行うというふうな事でございま

す。あと肝炎、胃ガン検診、大腸ガン検診こういうふうな形でそれぞれ基準に、基づきながら実施した

いと言うふうな細部の内容でございます。９ページでございますけども、胸部総合検診と子宮頸ガン関

係の検診でございます。これについても右のとおりに書いている細部の内容のとおり実施したいという



 15

ふうな事でございます。それから 10ページについては乳ガン、それから前立腺ガンというふうな各検診

関係の内容でございます。これについても細部についてはこの様な内容でございます。11ページは骨

粗鬆症検診、ドック検診。このドック検診のところでございますけども、11ページ、12ページ繋がってお

ります。11ページの所ではドック検診については市民ドック（仮称）を新しく創設して、その代わり今まで

行われましたその他のドックは廃止するというふうになります。具体的な内容についてはドック関係の一

連の 12 ページの所にまとめて右の方に載せております。委託先についても北秋中央病院、公立米内

沢病院、阿仁町立病院を主体とするというような内容でございます。13 ページは老人保健事業の中で

の健康手帳の交付から始まりまして個別健康教育・集団健康教育等があります。その中で健康手帳の

交付でございますけども、新市でオリジナルの手帳を作成しながら配布して行きたいということです。70

歳以上については老人保健医療の受給者証、合併後に直ちに交付して対応する。40歳以上 70歳未

満の場合については集団検診の機会に随時交付するというな対応でございます。14ページが13ペー

ジに続きましての対応でございます。15 ページが A 型機能訓練の関係と訪問指導の関係でございま

す。これについても具体的な内容については右の方に掲載しております。16 ページから母子保健事

業に入ります。これについては乳児健康診査から始まりまして、いずれも乳児関係が乳児前期健康診

査から乳児中期、後期というふうな形の設定でございます。会場についても鷹巣、森吉の両地区を中

心に行うという設定でございます。１歳６カ月検診については右に書いてるとおりでございます。17 ペ

ージは２歳児、３歳児、４歳児、５歳児のそれの各種健康診査の概要を記載しております。その中で４

歳児の健康診査については廃止するというふうな設定でございます。18 ページは妊婦健康診査から

始まりまして母子健康手帳の交付等いろいろあります。これについても右側に記載したとおりの具体的

な調整内容で対応して行きたいというふうな事でございます。19 ページの母子健康教育の中でそれぞ

れ月齢毎の対象がそれぞれ設定されておりますので、それに基づいての具体的な内容を右の方に示

してる次第であります。20 ページも前の方と同じ母子健康教育の対応です。21 ページが予防接種事

業の関係でございます。これはポリオの予防接種から始まる各種予防接種事業でございます。具体的

な内容も右の方に書いてるとおり実施しながら対応して行くというふうな設定でございます。22ページ、

これについても日本脳炎からはじまりましてツベルクリン、インフルエンザ等のそれぞれ予防接種事業

を設定しており、総ての内容が右のとおりでございます。以上 22 ページまで非常に幅広い内容であり

ましたが、これで報告にかえさせていただきたいと思います。 

 

岸部会長： はい、ご質問無いでしょうか。はいどうぞ、小林委員。 

 

阿仁町小林委員： 基本的な事お伺いします。別紙の８ページ、７ページからのところで皆さんお気付きだ

と思いますけど、その点の具体的な内容の中にですね２つの事項の文言がうんとでて来るんですね。

「秋田県集団検診業務連絡会議設定単価」とすると言う文言と、「委託単価の 30％」とすると言う文言

が出てきますね。これは各町村の委託単価、個人負担がやっぱり調整でなくてこういう漠然とした設定

にしたのか。例えば８ページの胃ガン検診見ても鷹巣の場合は個人負担が 900 円、合川さんが 1500
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円、阿仁の方が1000円になってますね。これを委託単価の30％とする、その30％にした場合ですね、

この種の単価がどういうふうに変化して行くかですね、うんと高くなる所もあると思いますし安くなる所も

あると思いますけど。この２つについて説明していただければ、例えば秋田県のそれの会議の設定単

価と言うのは毎年変わって行くと思いますけど、そういうものを含みながらこういう文言にしたのかお知ら

せください。 

 

岸部会長： はい、事務局の方で。 

 

住民部会： はい、お答えいたします。秋田県集団検診業務連絡会議という組織でございますけども、メン

バーは秋田県総合保険事業団、秋田厚生会、本庄・由利医師会、能代市保健センターが構成メンバ

ーになっております。それに県が事務的な調整の関係で入っております。そこで県内でやる集団検診

の単価が決定されます。集団検診の他に医療機関方式の検診というものもある訳なんですけども、集

団検診につきましては今程申し上げました連絡会議で調整・決定されます。医療機関方式の検診に

つきましては各市町村がそれぞれ医療機関と協議して価格が決定される訳です。17 年度の集団検診

連絡会議の単価は決まったものが示されておりますので、それぞれ明示できることとなっておりますが、

医療機関方式につきましてはこれから来年度の額について医師会と医療機関と協議をするべき予定

でありますので、まだ確定しておりません。そう言った状況の中でここ細かい数字を謳えればよかった

んですけども、謳えない部分もありますので、曖昧な表現にさせていただきました。個人負担金につき

ましては 30％、委託単価の 30％。集団検診の方も医療機関との兼ね合いもありまして 30％と表現させ

ていただきました。具体的にどうなるかというふうに申しますと各検診によるところとなりますが、町村の

各町の個人負担の額がかなりでこぼこありますので、申し上げられない部分もあるんですけれども、例

えば胃ガン検診で申し上げますと委託代金４，０９５円です。これの 30％ですので１，２００円となります。

17 年度１，２００円です。鷹巣が現在９００円、合川が１，５００円，森吉が１，３００円、阿仁が１，０００円。

高くなるところもありますし、安くなるところもあるという様な状況です。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。他にございませんでしょうか。はい簾内委員どうぞ。 

 

鷹巣町簾内委員： これはこれでいいとして、是非付け加えて貰いたいのがあるんですよ。主に検診とか何

かというのは従来もやってきてるわけですけど、意外と忘れてるのが歯じゃないかと思うんです。普通、

勤めてると定年の時まで忙しくて行けなくて、定年になったら国保とか社保とか無くなってから歯医者

に通い出すという事です。他のは悪性腫瘍とかなんかそう言う検診とかそういうのはたくさんありますけ

ど、40歳以上の頃から歯を、と検診という事で新市の人達をはじめからケアして行くと病気もかなり防げ

るんじゃないかという事で、子供は歯の検診とかありますけど、大人になってから、入れ歯になったりし

てから歯の検診やってもどうしようも無いんだろうけど、とにかく疎かになってる。ですから検診の中にど

うにかして歯を入れられないのかなと、日頃思ってるんですけど、そこら辺は医者でもあります会長は
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いかがなものでしょうか。 

 

岸部会長： 大変それは大事な事ですし良いことだと思いますが、次の、新市になってから協議されてもい

い事では無いでしょうか。これは一般的に成人の歯科検診というのは行われていないんですけどね、

ですからそれは新市になってから新しい事業計画でやることができればいいと思いますし、大変大事

なことだと思っております。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

住民部会： 済みません。資料 10ページの一番下の所に歯周疾患検診の事を書いてございます。合併後

は歯科検診これを医療機関個別方式で実施したいというふうにまとめてございます。なお歯周疾患検

診の鷹巣町の所ですが、対象者の年齢の記載に誤りがございましたので、訂正お願いいたします。年

度内 40、45，50，55，60，65歳の者となってますがこれに加えて 70歳を追加していただきたいと思いま

す。その年齢の方を対象に医療機関個別方式で 17 年度においてを実施するという内容でございま

す。 

 

岸部会長： 他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： 私の認識不足で委託単価の事でもう一度確認したいと思います。委託単価の 30％は

わかりましたけど調査によって委託先が違うことによって委託単価をかなり違う部分ございますね。10

ページの前立腺ガンを見ますと鷹巣、合川さんは厚生連で 1575 円の委託単価に対して阿仁の場合

は2100円になってますね。その３割となりますとかなり委託して阿仁の場合高くなりますけど、新市にな

った場合はこの委託先も統一も１年間だけだという事ですか。どうなんですか。 

 

岸部会長： はいそれについて、どうぞ部会の方で。 

 

住民部会： 単価につきましては同じ検診というわけですから統一をお願いしたいと思っておりまして、保険

事業団に厚生会の方と揃えて貰うように交渉して参りたいと思っております。 

 

岸部会長： はいじゃ宜しくお願いします。はい成田委員。 

 

合川町成田委員： 合川の成田です。巡回ドックの件についてお伺いいたします。合川と森吉で巡回ドック

が行われておりますが、これを無くして仮称市民ドックとして統一するというような考え方ですが、その

理由についてお伺いいたしたいと思います。 

 

岸部会長： はいそれではその理由について部会の方で協議されて内容について説明してください。 
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住民部会： ドックは４町それぞがれまちまちで、様々な取り組みをしてございます。基本的には北秋田市

管内の医療機関で総ての検診なんですけども、将来的には総合病院が出来たあかつきには総てのも

のを管内の統合病院でお願いしたいというふうに思っております。今決めた内容ですけども、17 年度

から検診の内容につきましては統合病院出来る迄という考え方でございます。それでドックにつきまし

ても管内の３病院、ここを委託して実施したいと考えており、そうすれば将来の統合病院の出来たとき

の為の計画でございますけど、そういった方向で調整しております。その他のものは総て廃止したいと

いう事でございます。以上です。 

 

岸部会長： よろしゅうございますか。どうぞ。 

 

合川町成田委員： 私もこの巡回ドックを利用しておりますが、私の方の状況を見ますと結構希望者が多い

し、半日でこれだけやれるのは非常に便利がいいと私は考えております。新しい病院が出来た場合は

それはそのことしていいですが、地域にいる人の場合はなかなか病院に行って半日もまた費やすとい

う内容についても時間的調整が難しいというようなこともあって、そういう点で私は存続して欲しいなと思

いますが、ご意見伺いたいと思います。 

 

岸部会長： いかがでしょうか。 

 

住民部会： 分科会でもいろんな意見が出たのは事実です。でございますがそれぞれの検診のやり方にも

メリットございますし、現に受けてる方もいらっしゃいますのでそれが便利が良いということだと思ってお

りますが、合併いたしまして常に従来どおり行う必要があるのだろうか、ということでございます。巡回ド

ック、確かに合川地区の人は合川地内で出来るわけですけども、例えば北秋中央病院、あるいは米内

沢病院でもそんなに遠いところでは無いと思います。そちらに足を運んでいただければ同じ様なドック

検診が受けることが出来るというふうな判断で、そのように捉えていただければ、ということであります。 

 

岸部会長： いかがですか。かえって不便にならないようにお願いしたいと思うんですが。 

 

合川町成田委員： あれですね、合併して不便になったというような形で、住民に捉えられるのは私は良い

事じゃないと思うんですね。したがいまして、出来るだけ今やってる事で希望者が多いものはやっぱり

残していくと、その中で矯正して行かなければならないものについては、住民の理解を得て矯正して行

くという考え方にたった方がいいと思いますので、あの利便性とかそういう事だけでの判断で、利用者

があるものを廃止していくという形はいかがなものかと思います。 

 

住民部会： 検診制度そのものにつきましては、基本的には４町の良いところを集めたようなまとめ方をして

おります。集団検診の他に医療機関個別方式という検診をいろんな種目で新しく取り入れておりますし、
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その選択の範囲が広がった分だけ住民の利便性は増しているというふうに認識しております。ドックに

つきましても、一番いろんなやり方してるのは阿仁町ですけども、そういうのを総て引き継げれば成る程

いいのかも知れませんけれども、事務的な問題もあります。いろんな問題もございまして整理した方が

いいという事務方の判断でございますが、協議会の皆様の意見の多数が、もし、そうでないとすれば再

検討も必要と思います。 

 

岸部会長： 委員の皆さん達はいかがでしょうか。統一して医療機関方式でやるのか、それとも今までどお

り巡回方式を継続させた方が良いのか、ということでありますけれども。 

 

岸部会長： 直接的なのは合川さんの方なんですけども。いかがですかね。他の皆さんのご意見、他の委

員の皆さんでも結構でございます。 はいどうぞ、小林委員どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： 阿仁の場合はかなりのドック検診を受けられるような体制で進めて来ましたけど、今回

この調整内容を見ますとドックについては市民ドック（仮称）を創設してその他のドック制度を廃止する

とあります。その市民ドックの中身について説明して下さいますか。 

 

岸部会長： 部会の方でそこまで検討してますか、何々は市民ドックでやるというふうな事について。 

 

住民部会： 市民ドックの中身でございますけれども、いま考えてる市民ドックの骨格につきましては、鷹巣

町で北秋中央病院でやっている JAドックというのがあります。JAドックというのは JAの組合員を対象と

したドックなんですけど、これを一般市民を対象にしたドックというような事をその骨格としております。

検査の内容は、医療機関で半日でいろんな検査が一括して行われる総合検診であるという言い方が

分かり易いんじゃないかと思うんですけど、基本検診から始まりまして各種のガン検診等々をトータル

で実施したいという気持ちでございます。医療機関は管内の３病院。出来るだけ管内で完結したいとそ

ういう考えです。あと料金とかそういったことは今後の詰めになりますので、時間によって請求される料

金が異なってくるという事もあり得るだろうと思っております。 

 

岸部会長： わかりました。いろんなご意見あると思いますけども、新市になってからも検討出来る事もある

わけです。私の方からひとつお尋ねします。11ページですね、骨粗鬆症検診ですけどもそれを具体的

な内容のところ事業団に統一する方向で調整するとあります、これどういう意味でしょうか。と申しますの

は今まで鷹巣町の場合は、弘前大学と一緒になりまして 10 年ほどもこの一人の方をずっと検診やって

来てる分けですよ。それこそ事業団に変わるとその辺のところどうなるのか心配したものですから、その

へんのところどういう具合になりますか。今まで鷹巣町の場合は厚生会でやってきました。 

住民部会： 鷹巣の骨粗鬆症の検診というのは平成 14年度から始めたばかりです。いま岸部会長がおっし

ゃった弘前大学の研究というのは今の中学２年生の生徒さんがずっと定期的に骨粗鬆症の測定やっ
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てるその検査のことだと思いますけども、その検査とは全く対象者が違う 40歳以上の女性を対象とした

検診を 15 年度、16 年度の２回超音波法で実施していますが、それを超音波法でなくて DXA 法の測

定にまとめたいという事でございまして、DXA 法の測定をするための検診車が厚生会に無くて事業団

にあるという事でございまして、したがいまして、集団方式でやる場合事業団に頼むしか方法は無いと

いう事でございます。 

 

岸部会長： わかりました。他にございませんか。はいそれではこれはこの様に認めていただいて、もし何か

問題があったらそれはまた新市において検討して変更することは可能でございますので、その様にい

たしたいと思います。それでは報告第 32 号の生活環境事業の取り扱いを事務局の方から説明してく

ださい。 

 

事務局： 最初１ページをお開きになって下さるようにお願いしたいと思います。不法投棄ごみ防止事業の

関連の中での監視委員の数、報酬等でございます。右の方の中に具体的な内容を明示しておりまして、

監視員数については合併時に 25名以内とすると、それから報酬等については、合併時に合川町の例

により統一するというふうな事です。括弧といたしまして、これは車の借り上げ料の関係ですけど実施し

ないというふうな関係でございます。２ページでございますけど、２ページの中での最終処分場の事業

の関係です。これについては鷹巣町・阿仁町の施設については、現行のとおり新市に引き継ぐというの

は第 8 回で確認済みです。これに伴いまして搬入手数料については、鷹巣町の例によると（合川町・

森吉町については一部事務局組合の処分場に搬入するために、料金は構成町村に委ねる）いう概要

でございます。下の方がごみ集積所の設置補助事業、これについては合併時に廃止するというのが結

論に達しました。以上が報告です。 

 

岸部会長： はいご意見を伺います。よろしいございますか。それではその様にさせていただきます。続き

まして報告第 33号をご説明下さい。 

 

事務局： 会長その前に先程の第 27号についてご説明します。 

 

岸部会長： わかりました、どうぞ。 

 

事務局： 先程特別職の報酬の中で代表監査委員の報酬について、例がない報酬が出てるとのご指摘で

ございました。きょうは春日委員も出席している監査委員の全体の会議がございまして、事務局もそち

らの方に出向いていておりませんから詳しい事情はちょっとわかりかねますけども、基本的な考えとい

たしまして、いま議会選任１人、出納見識の者１人という事で監査委員は２名体制でございますけども、

市は２人から３人という事から、3 人体制にしたいという事で、そのうち代表監査委員に関しましてはそ

の仕事量から含めまして同レベルの町村を比較して、若干高めの値を設定したという形と伺っておりま
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す。ただし詳しいことにつきましては先程も申し上げたとおりこの場ではわかり兼ねますので、宜しくお

願い致します。 

 

岸部会長： よろしゅうございますか。 

 

事務局： それからもう一つ先程の 30号の中で所得基準額の概要、これについて説明したいと思いますの

で、宜しくお願いします。 

 

岸部会長： はい、じゃお願いします。 

 

福祉部会： 先程の所得基準額の 2,342,000円というお話ですけど。給与収入にしますと 3､601,500円位に

なります。後はいろいろ控除がありますので、計算式もあります。 

 

岸部会長： はいそれでは 33号です。 

 

事務局： はいそれでは報告の第 33 号の障害者福祉事業の関係でございます。身体障害者外出支援サ

ービス事業の関係でございますけども、１ページ目上の方に書いてあるとおり、現在阿仁町が実施して

おりますけど上の方には次のとおり合併時に実施するとあります。対象者は阿仁町の例によるというふ

うな事で概要を書いてます。実施内容についても、実施内容それから実施期間でそれぞれ明細を右

の方に書いております。それから別紙、別表１及び２というのは２ページにあります。２ページにこういう

ふうな利用者負担の額、実施機関委託料、そして額を設定しております。それから３ページ目でござい

ますけども、酸素濃縮器利用者電気料助成事業、これは現在鷹巣町で行っておりますけども、鷹巣町

の例により合併時に統一して実施するというふうな概要でございます。以上でございます。 

 

岸部会長： いかがです。はいどうぞ。 

 

合川町小笠原委員： 合川町の小笠原です。外出支援サービスの実施内容、医療機関等の、「等」にはど

ういった医療機関の他にどういったところが入るのか、ご説明願います。 

 

岸部会長： じゃその医療機関内の事をご説明下さい。 

 

福祉部会： はい、お答えします。医療機関等といいますのは、例えば具体的内容の方にも書いておりま

すが、障害者の外出サービスと高齢者事業、これからやりますが、高齢者事業の外出サービスと統一

化を図っております。それでいきますと医療機関等となれば、例えば高齢者の場合でもそうですが、対

象者が常時利用の場合もこの事業を使うことが出来る事になってますので、「等」というのは常時だとか
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あるいは、なんか寝たきりの方がサービス受ける施設が入ってくれば、そういうのも対象になります。そう

いうのを含めまして「等」というふうにまとめております。以上です。 

 

岸部会長： よろしゅうございますか。他にございませんか。これはこれでよろしゅうございますか。はいそれ

じゃ無しというふうな声がありますので無しと認めます。それではここで休憩をいたしたいと思います。こ

の時計で 15分まで休憩いたしたいと思います。約 10分間となります。 

 

・・・・・・・・・・・（ 休 憩 後 ）・・・・・・・・・・・ 

 

岸部会長： それでは、再開します。事務局より説明してください。 

 

事務局： それでは 34号の１ページをお開きになって下さるようにお願いしいと思います。在宅介護事業の

関係でございます。これは在宅介護支援センターが次に載ってますけどもこれの具体的な調整内容と

しては次の通り、基幹型は運鷹巣町介護支援センターは合併時に廃止するということです。というのは

国の基準で基幹に森吉町のセンターが基幹施設というふうな事で対応していくというような概要になり

ます。という事は基準の関係で森吉町のセンターがその該当になってるという事でございます。その下

に、地域型とありますけど地域型は運営主体及び実施機関について現行通り実施すると全部で６カ所

ありますけどもそれはそのまま行くという形です。２ページが居宅介護上乗せサービスございます。これ

は鷹巣町だけ実施しておりますけども、平成 17 年４月１日より廃止します。ただし合併時３月２２日から

３月３１日までは鷹巣町のみ３割負担で実施するというふうな事でございます。それから老人クラブ連合

会の関係でございますけども、現在それぞれ老人クラブが表示されております。それについては新市

において統合出来るよう調整を図るということです。補助金については最低限、県の補助対応額とする

ということでございますけども、これは県の補助算出基準額がありますのでそれに基づいて新市で補助

金については対応しなければならないという事になりますので、これについては新市で対応するという

設定に、ただし連合会がひとつの案として設定なり算出方法がまだありませんけども、いずれ県の基準

額については新市で対応するというふうな事でございます。３ページは生きがい活動支援・通所事業

でございます。これについては具体的に調整内容といたしまして、地域性を考慮して現行の通り新市

に引き継ぎ、当分の間、実施する、というふうな内容でございます。それぞれ４町の内容が示されてい

る概要でございます。４ページが緊急通報システム設置事業でございますけども、それぞれ各運営主

体が全然違いながら、いま４町で実施しております。現行の通り新市に引き継ぎ、18 年１月末日のリー

ス契約更新日（これは更新日が鷹巣町、合川町があります）までに統一したシステムを構築しながら検

討し、そして利用者負担については合併時に無料とするというふうな具体的な内容でございます。５ペ

ージが外出支援サービス事業、先程障害者福祉の方でお話いたしました内容の関係でございます。こ

ちらの方、表、別表１・２は同じでございますけども対象者及び実施方法については森吉町の例により

合併時に統一して実施するということです。料金については別表の１・２というふうな事でございます。
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実施機関については現行通り委託機関を新市に引き継ぐいうふうな内容でございます。７ページでご

ざいますけども、家事援助事業です。これは介護保険事業以外のものでございます。それぞれ４町で

実施しておりますけども、これについては具体的な内容といたしまして対象者及び実施内容について

は鷹巣町の例により、利用者負担は契約単価の１割として、合併時に統一して実施するということです。

実施機関については、現行の委託機関を新市に引き継ぐというふうな内容で、具体的な内容として示

しております。８ページが配食サービス事業でございますけども、これについては、対象者は鷹巣町の

例により合併時に統一して統合するということです。それから利用者負担については標準メニューの食

材を経費相当分 400 円とし、合併時に統一します。体制及び実施機関は、現行の通り実施するという

ふうな内容でございます。９ページが高齢者入浴券助成事業。現在鷹巣町が実施しておりますけども、

鷹巣町の例により、合併時に統一して実施するというふうな内容でございます。10 ページが軽度生活

援助事業、これについては対象者は阿仁町の例による。事業内容については 16年度の実績を踏まえ

て新市において決定する。利用者負担は鷹巣町の例によるというふうな事でございます。経費の１割と

いうふうな事です。委託先は社会福祉協議会とする。その下が心配事相談所の委託事業でございま

す。それについても現行通り、社会福祉協議会に委託して実施するというふうな内容が高齢者福祉事

業の関係でございます。以上です。 

 

岸部会長： ただ今の報告にご質問をどうぞ。はいどうぞ、山田委員。 

 

阿仁町山田（賢）委員： １ページのですね、調整内容、基幹型の調整内容についてお訊ねします。さっき

の説明によりますと１市の中で２つの基幹型を設けることが出来ないと、したがって合併時において廃

止するとこういう事で説明を受けた訳ですが、阿仁町の基幹型在宅支援センターが廃止される事によ

って地域の住民にどのような不便を与えるのか。そしてその分をそういうな方は森吉の基幹型の方に吸

収されるのか。そういうの点についてお訊ねしたいと思います。 

 

岸部会長： はいそれをご説明下さい。 

 

福祉部会： はい、先程事務局の説明にありました通り、ご覧の通り森吉・阿仁町に基幹型があるわけです

が、阿仁町さんの現在の基幹型は役場に併設されております。森吉町は先程の説明にもありました通

り、独自の施設、補助事業で建設されたのを持ってるわけですが、今ご質問の内容ですと直接住民に

対してどのような不具合が生じるかという事ですね。基本的には不具合は生じません。直線に対住民

の窓口になりますのは地域型在宅介護支援センターでございます。基幹型はその地域型を指導・統

括する機関、あるいは地域ケア会議を開催して高齢者サービスの支給決定する機関というふうになっ

ておりますので、直接住民の方が相談それから申請等の相談があれば、地域型在介センターを利用

していただくという事になりまして、直接基幹型が無くなったからといって、直接住民の方に不具合が生

じるという事は、基本的には生じないことになります。以上です。 
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岸部会長： はい、どうぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員： 分かりました、その点は。支障が無いという事ですので。ただこの調整の具体的な

内容、文法的に考えた場合運営主体を市とし、してまた次に行っても「とし」と、こういうふうに「とし」「と

し」となった字句が並んでる訳ですが、もう少しはっきり分かるように、文章化されることが出来なかった

のかという事についてお訊ねします、事務局の方に。 

 

岸部会長： はい文章上の問題でございますけども、いかがですか。直して出したらどうですか。 

 

事務局： ご指摘のとおり分かり易く訂正して出したいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

岸部会長： はい小林委員どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： 関連してですね、住民との接点が無いので住民に対しての利害は無いと言いましたけ

ど、それなりの機能を果たしておるわけですね、その機能がやっぱり廃止されることによって、補完機

能をそうすれば森吉の基幹支援センターでやるのかどうか、そこのところです。 

 

岸部会長： はいそれじゃお答え下さい。 

 

福祉部会： 基幹型在介センターは阿仁町さんも森吉町さんも基本的に同じ業務をやってます。したがい

まして阿仁町さんの地域型にあげられました申請、相談等、地域型で対応出来ないもの、あるいはこう

したサービスの支給決定に係わるものは森吉町の基幹、森吉町と言いますか市の基幹型が調整の会

議を開いて決定して行くという事になりますので、業務的に基幹型それぞれ独自業務と言うのは基本

的にやっておりません。したがいまして業務そのまま阿仁の分を市の基幹型が引き継ぐという事になり

ます。 

 

岸部会長： 宜しいですか。はい、それでは他にございませんでしょうか。はいどうぞ。 

 

森吉町桜井委員： 自宅介護の上乗せサービスの件であります。現在鷹巣町の方だけやっておられて、た

ぶん３町はやっておられないわけですけど、これは合併時までには廃止出来ない理由そしてまたこの

間に、合併までにかかる、いわゆる金額。鷹巣町ですがこれに関してどれくらいのお金がかかってるの

かそれについてお伺いします。 

 

岸部会長： はい、それじゃ鷹巣町の方で説明して下さい。 
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福祉部会： まず後段ですが、事業費については今現在手元に資料がございませんので、お答え出来か

ねます。前段の上乗せサービスについて合併時の３月 22 日ですか、それで廃止出来ないかと言うこと

でございますが、今現在鷹巣町の方でこの上乗せサービスを、いわゆる合併とはひとつ切り離して新

年度において上乗せサービスを無くすと言うことで住民に周知しております。1月からは３割と段階的に

という事で説明してございますので、そうした町の方の方針を専門部会では検討して調整した結果、い

わゆる年度内は３割負担で、17年度になってから他町と足並みを揃えると言う方向付けをしてございま

す。以上です。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。それでは他にございませんでしょうか。はい山田委員。 

 

阿仁町山田（博）委員： ２ページの、この老人クラブの事でちょっと聞きます。その連合会のあり方につい

てですね、その調整内容としては新市において統合できるように調整を図るという事と、その後段に補

助金については最低限、県の補助対応額とするとうたってるわけですけども、この地域は大変な高齢

地域でございます。そして今活動する団体で一番元気のある、一番動員力の出来るのもまた老人クラ

ブなんです。単位クラブを全部合わせると相当な数の単位クラブになるんですよ。これ新市においてで

すねこれを統合して連合クラブを結成してどういう意味があるのかという事をまずひとつ考えるのです。

いま地域の中でもお互いに支え合っている団体が、まず高齢化なっていけば行くほど地域の人方、お

互いに顔の見える範囲内で支え合っていくという事がやっぱりこれからの地域圏にとって非常に大切

な課題となるんじゃないのかなという事になると、何もあえてそれを統合する必要やどういうメリットがあ

るかという事がまず１点と、それとですねこの補助金ですね、補助金については最低限、県の補助対応

額とするとこういう事になりますけれども、この線で行きますと今現在、まず出されてる額がどういうふう

になるのか、著しく減るのか増えるのか、その辺についての見解をいただけますか。 

 

岸部会長： はい、それでは統合するという理由とそれから、それがどういうような形になるのか分かる範囲

で、それから補助金額についてもです。 

 

福祉部会： 連合会につきましては老人クラブの方でも統一の検討がなされてると言うふうにお聞きしており

ます。任意団体ですので私共の方でどうしろこうしろと言う話では無いわけですが、その状況に応じて

補助をして行くという形になろうかと思います。それから補助金の額の問題ですが、現在連合会は別と

いたしまして単老人クラブにつきましては、現在補助されてる額がそんなに変わることは無いというふう

に思います。ただ、鷹巣町で一単老あたり 83,500 円という額が載ってございますけども、これについて

は鷹巣町独自の上乗せ分が 27,000 円ほど入っておりますので、その分は調整の内容では出てきませ

ん。そういったものにつきましては多分に政策的な部分というふうに理解しておりますので、新市の中

で改めて検討されたいと言うふうに考えております。 
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岸部会長： 宜しゅうございますか。はい、どうぞ。 

 

阿仁町山田（博）委員： そうすれば、連合会の補助金額そのものが無いとしましても、250万円位なんです

ね。今説明されますように任意団体でございますし、あえて市がこれをなんでかんで統合せと指導する

ものでも無いと思うんですけれども、全体のですね新しくなって新市としてそういう機関みたいなものが

あるという事は必要だと思うんですけど、やっぱり繰り返しになりますけども、今まずそれぞれの単位ク

ラブでやって来てそれなりに出来たものが、大きくなったらなんか活動そのものがよくなると言うよりも、

帰属意識そのものが希薄になってしまうような感じするんです。地域補助みたいなものを、現行を下ら

ない、大きく下回らない程度にですね政策的に出せるんであれば、むしろ今までの活動を継続し得る

ような方法の方がむしろ有り難いんじゃないかなという感じをしますので、そこは無理する必要が無い

のではないかという意見を申し述べておきます。 

 

岸部会長： はい、分かりました。他にございませんでしょうか。はいどうぞ。 

 

合川町小笠原委員： ３ページの生きがい活動支援通所事業ですけども、これは鷹巣町さんの場合は合

併後どうなるんでしょうか。 

 

岸部会長： はいそれじゃ鷹巣町の説明をしてください。 

 

福祉部会： 調整内容に書いてあるとおりなのですが、現行のとおりという事ですので、現在鷹巣町では町

としての事業展開はしておりません。今の形を引き継ぐという事で話し合っています。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。ありがとうございます。 

 

合川町小笠原委員： 今の形と言うのはどういう形でしょうか。 

 

福祉部会： 実質的に活動するグループに対して一定の、具体的に話しますと、年３回までバス借り上げ等

を利用する費用の補助をするという事で行っておりますので、そのままの状態で合併後も実施するとい

う事になります。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。はい、小笠原委員どうぞ。 

 

合川町小笠原委員： この生きがい活動支援通所事業というのは介護予防の関係で非常に重要に位置づ

けされてるんですが、ただ国の補助がなくなった関係で、鷹巣町さんは 16 年度から町の方では取り組
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みをしなくなったという事の様なんですけど、他の地区でこういうふうに対応されてるものですから、もし

出来れば鷹巣町さんの方でもある程度他の町にならった形でそれ以上の事はやる必要が無いと思う

んですけども、他の地区でもこういった生きがい活動を支援してるという事であれば、それ相応の対応

をして行った方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってますので質問したわけです。が、これまで

と同じと言う説明でしたので、出来ればご検討願いたいなと言うところです。 

 

岸部会長： はい分かりました。それは検討するということで。他にございませんでしょうか。 

 

岸部会長： はいどうぞ、山田委員。 

 

阿仁町山田（賢）委員： 地域性を考慮して現行のとおり新市に引き継いで当分の間このとおり実施すると

いう事になっていますけども、この負担の金額がですね、まちまちなわけで、当分の間と言う意味は、

私は出来るだけ時間を短縮して、そしてやはり全市が同じ様な負担割合で実施出来るような方向で前

向きに、これは新市になってから是非検討していただくべき事ではないかと考えます。 

 

岸部会長： はいそのとおりだと思います。他にございませんでしょうか。新市、当分の間と言っても、新市

において出来るだけ早く統一するとそういうふうな事で宜しゅうございますか。はいそれではその様にさ

せていただきます。それでは、引き続きまして報告第 35号を事務局の方で説明して下さい。 

 

事務局： 35 号は商工・観光関係でございますけども、その中で１ページをご覧になって下さるようにお願

いしたいと思います。１ページの中小企業事業資金融資等というので上の方にありますけど、中小企

業振興資金融資制度でございます。これについては別に対象者という事で記載しております。それか

ら２番目が融資内容で、これについては 700 万円以内という事で、あと３番目が保証料、これについて

は無担保・有担保とセーフティ。それから申し込みについては商工会というふうな形で具体的な内容を

示したわけであります。２ページでございますけども、2 ページの方が中小企業事業融資等でございま

すけども、その中でも、右の方が現行制度を新市に引き継ぎ預託額は新市において調整を図るという

ふうな事でございます。その下が民宿施設の関係でございます。前の協議会でもいろいろ話がなされ

たわけですけども、それも含めて対象についてはその通りです。そして、融資金額ですけども一事業

者 300万以内という設定をしました。貸付条件は 2％というふうな事でございます。3ページが企業融資

等の奨励措置という事で、4 町で今までやってきております。その中で統一した形では工場の新増設

に関する奨励措置という事で、指定基準、それから奨励措置というふうに分けながら内容を具体的に

示していくものです。その下の阿仁町だけであります高津森リゾート基地のそれについては現行どおり

新市に引き継ぐ内容でございます。以上で報告を終わりたいと思います。 

 

岸部会長： ただ今の報告につきましてご意見をどうぞ。はいどうぞ、檜森委員。 
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鷹巣町檜森委員： お訊ねをしたいんですが、中小企業育成資金の融資です。これ融資されておりますか。

その件数はどれくらいありますか、これが１点です。それから２点目が工場の新増設にいま、新設はい

いわけですけども増設に関する奨励措置。３年間で各町村毎に何十件ずつあったか紹介をお願いし

ます。それから工場誘致の場合ですがなかなか太鼓は叩いても音が相手に響かないのが現状で、こ

れについても事務方としてはどういう捉え方をしてるのか、これらの今までやって来た事をお答え下さ

い。 

 

岸部会長： それじゃ、お答え願います。 

 

産業部会： お答えいたします。中小企業育成資金融資・商工中金預託金の関係でございますけども、ち

ょっと手元に資料、持ってきておりません。実質的に商工中金さんに実績等を確認いたしましたら、鷹

巣町で約 10件弱、それから森吉町さん、阿仁町さん、それと合川町さんでも約５から６件、年間ですね。

そう言う形で適用はちょっと掴んでおりますけども具体的なそれについては資料を持ち合わせておりま

せん。企業誘致の件数でございますけども、鷹巣町はここ数年ございません。森吉町さんの方で１件あ

るという事をお聞きしております。 

 

岸部会長： 宜しゅうございますか。 

 

鷹巣町檜森委員： 工場の増員・増設に対する奨励措置については、本題に入りたいのです。この既存の

企業に対する税と言うのは「ほっかぶり」した状態なんです。ですからこのまま新市に行ってもほっかぶ

りした状態の中で、仏を造って魂を入れずという状況なんです。有り難くない仏様であればいらない。

だからね、無ければメンツに係わるだけの話です。だという事になれば困るので、今までの場合にはね、

増設・増員と言うものがネックとなって進まなかったのかと。ずばりどういうような考え方があって、どうい

う要望されたかという事をもう一度披瀝をしていただきたいという事なんです。そうでなと、そのまま行く

という事になってしまう。同じままでいくんですか。 

 

岸部会長： 今、お答え出来る部分について答えて下さい。 

 

産業部会： この奨励措置については、企業誘致関係の事でございますので非常に新市においても貴重

な、一番肝心な部分だと思います。今回の調整結果については指定基準を、工場新設については条

件を緩和しよう、20人とか言わないでもっと少なくしようやということで新設工場、常時雇用者 10人以上

と、こうなりました。工場の増設には 5人と言う形で統一いたしましたけど、非常に事務方としまして新市

に向けたこの条例関係の調整につきましては現在こういう形ですけども、当然新市においてどういう形

のものがベターであるか、好ましいものであるかという事については今後検討される余地があるのでは
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ないかと言うふうに考えております。以上でございます。 

 

鷹巣町檜森委員： そうすれば工場設置、新たに常時雇用５人以上としたところは何件あったんですか、こ

の３年間の中で。 

 

産業部会： 実質的な数字について大変申し訳ないんですけれども、本当に持ち合わせておりませんけれ

ども、先程言いましたように鷹巣町ではここ数年ございません。森吉町さんの方に１件あったと言うこと

なんですけど、具体的なものについてはちょっと確認しておりません。 

 

鷹巣町檜森委員： それは企業誘致ではなくて、もう１回言いますけどね、増設と増員に対する奨励措置に

該当した所が何件あったかという事。工場誘致の事を言ってるんじゃ無いんです。増設・増員に対する

ものがどれくらいあったのかという事です。 

 

産業部会： 大変申し訳ありませんでした。増設に関しましては森吉町さんの方で１件という事でお話を聞

いております。 

 

鷹巣町檜森委員： 増設が１件ですね、そうすれば、ここに産業都市をと言うことで、取り上げて来たわけで

ありますけど、ただ取り上げただけなんですね。今回、新市になるという事は産業を起こすという事なん

です。お互いに仕事も作り出して行こうという事なんです。ところが今の工場の増設それから雇用と言う

面では、この奨励措置が効いたか、効いて無いかという事の議論はどの程度なされておったんです

か。 

 

岸部会長： 今のお答えできますか。 

 

鷹巣町檜森委員： これは私が何年来話してきてるんです。奨励措置を改訂できるようにするということで、

今までに鹿角の例も大館の例も出してきてるんです。この件は、専門部会などで議論になりましたか。 

 

産業部会 ：分科会並びに専門部会の方では、それらについてはちょっと話をしておりません 

 

鷹巣町檜森委員： 速やかに調整する際に調整するのはどういう事に対応するよという事の意味を申し上

げておるんです。そうじゃないと、本当に企業が縮小されてきている中に何も支えるものが無い。頑張

れという声も聞こえてこない。なんにも無いままにただ条例だけがあったって何にもならないという事で

す。新市において速やかに調整するというのはいいです。調整する前にこういう事を議論したとか、新

しい市にこういう事が見えてるということなんです。私はあえて、無理難題と思われるかも知れませんが、

この新市というのはこれから仕事を作らねばならないわけなんです。産業を作らねばならないわけなん
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です。そうしたら、いろんな奨励条例が有効に活用をされながら、増設の支援策、特に難儀をされてい

る事業所への固定資産税の減免なんかありますけど、これは大変有効なんです。この事も申し上げた

んです。ところが、いままでは出来なかったので、速やかに調整するという文言だけでなくて、取り組む

という姿勢を出していただきたいという要望をして終わります。 

 

岸部会長： はい、ありがとうございました。それは新市になった時に十分検討するということです。 

   庄司委員どうぞ。 

     

森吉町庄司委員： はい、ちょっと具体的な事なんですがいわゆる固定資産税の減免の期間は５年とする

と、例えば、森吉の場合、来年度、建物が建つという企業ひとつあるんですが、うちの方はこれまで奨

励措置を１０年と言う期間で交渉して企業が来るとなってるわけです。そうした場合に、５年という事にな

るのか、例えば今までに話が進んでる企業に対しては前のような制度が適用になるものなのか、まずこ

の点についてお尋ねします。 

 

岸部会長： はい、それはどのように協議されましたか。 

 

産業部会： その辺につきましては分科部の中でも十分話し合いました。例えば森吉さんの方で先程のよう

な例ですと、旧町ののままの条例についてはそのまま継続という事ですので、10 年間と言う形になろう

かと思います。新市において新たにこういう形できたものについては５年間という事で、それぞれ鷹巣

町が３年間、それからこの他の阿仁町さんとか合川さんが３年間ということでも、５年間という事が妥当じ

ゃないかということで５年間にさせていただきました。 

 

岸部会長 ：宜しゅうございますか。 

 

森吉町庄司委員： はい。という事は森吉の場合、今の誘致事業については今までの森吉の条例がそのま

ま適用になるという理解でよろしいのですね。 

 

産業部会： そうです。 

 

岸部会長： 他にございませんでしょうか。宜しゅうございますか。それでは続きまして 36 号につきましてご

説明下さい。 

 

事務局： １ページの関係ですけど生産調整です。括弧の中は転作関係となっておりますけども、これにつ

いては現行では４町に隔たりがあるため、新市において調整を図る。それから畜産関係については２

つあります。これについて、家畜予防関係、予防事業これについては新市において市が手数料 3分の
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２を助成し実施する。牧場関係では牧場は現行のとおりとする。管理方法、放牧料については新市に

おいて関係団体と協議の上、調整を図るというふうな内容で示しております。２ページが土地改良関係

でございます。災害復旧関係の中で農地災害というふうになりますけど、ここでは通常補助率が市が

45％、受益者が 5％以内と、それから農業用施設災害の場合は通常補助率を市が 33％、受益者が

2％以内というふうな統一した具体的な内容を示したわけでございます。以上で報告を終わりたいと思

います。 

 

岸部会長： はい、いかがでしょうか。宜しゅうございますか。はいそれではその様にさせていただきます。

それでは引き続きまして、37号の都市計画関係事業の取り扱いについて。 

 

事務局： 都市計画審議会の中で委員の人数でございますけどそれぞれ学識経験者、市議会議員、関係

行政機関または県、秋田県職員、その他に新市の市民というふうに分けております。この委員を 20 名

以内とするということであります。、別に臨時委員、専門委員を若干置く事で調整を図っております。以

上でございます。 

 

岸部会長： ただ今の報告につきましていかがでしょうか。よろしゅうございますか。無しと認めます。それで

は引き続きまして報告第 38号の建設関係事業です。 

 

事務局： これは町道の関係でございます。新市に移った場合の町道の関係です。いま鷹巣町、阿仁町が

これに載っておりますけども、これを鷹巣町の基準を参考に作成するということです。延長及び曲線半

径の基準は定めないものとする。という事で幅員については４ｍ以上という事でございます。その他に

いろいろ書いておりますけども、こういうふうな設定をしたいという事でございます。以上でございます。 

 

岸部会長： はい、いかがでしょうか。市道の認定基準ですが、よろしゅうございますか。はい、山田委員ど

うぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員：この町道が市道になるわけですね。これが幅員が４ｍに指定されるとそれから特に

市長が認めた道路とか、また公益上特に必要と認めた道路は、４ｍというものを変えることも可能じゃな

いかなと思うんだけども。我が阿仁町のようにですね山間部に行きますと必ずしも４ｍの幅員をとれるか

どうかというような点について若干疑問があるわけです。したがいましてですね、そういう特殊な地域に

ついては、緩和措置をですね条例で設けるようにというような方法を考えていただきたいと思いますが、

事務方の見解を伺います。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 



 32

建設部会： お答えいたします。ここで言っておりますのは、幅員４ｍ以上ということで、これは建築基準法

上４ｍ、将来的には設置するとか、または確保するという事になって確認申請するわけでございますの

で、最低の４ｍ以上は必要ということです。それからその他の部分でございますが、読んでいただけれ

ばわかると思いますが、国道、県道若しくは市町村道または、農林道これらを結ぶ、連絡する道路だと

いうことで、一番下の方にその他市長が認めた道路、または公益上特に必要と認めた道路というのは、

例えば行き止まり道路ですとか、いま言われました様に４ｍ以内の道路ですとかこれらについては例え

ば、行き止まりであれば４ｍ以上で普通は使用として認められないんですが、U ターンをして帰ってくる

というスペースを設ければ市道の認定基準にあてはまります。それから４ｍ以下のものであっても議会

の議決を得て市長が認めたものであれば、その時は考えましょう､ということになっておりまして、こういう

ふうに含みを持たせてあります。以上です。 

 

岸部会長：はいよろしゅうございますか。 

 

阿仁町山田（賢）委員：もう１回お訊ねしますが、そうすると道路法か何かによって幅員が４ｍ無ければ市道

として認定することが出来ないと、こういう事になっておるのですか。これいつからそういうふうに３ｍ、４

ｍとか、変わったかその点についてお訊ねします。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 

建設部会： いま申し上げたのは建築基準法上、現在例えば２ｍしかないものが将来的には４ｍを確保す

るという事で建築基準法、家を建てることを認めておりますので、市の基準としましては最低限４ｍは最

初から確保していただかないと災害時、火災時等車が入れないという事もありますので、市の基準とし

ては４ｍは必要ということであります。以上です。 

 

岸部会長： はい、どうぞ。 

 

阿仁町山田（賢）委員： さっき申し上げたように、地域によっては４ｍの幅員を取られない道路もたくさんあ

ると思うんですよ。それらのものを救済する何か方法がないかという事です。私の言ってる意味は。 

 

岸部会長： これについては、「その他に市長が認めた場合に認可される」という条項で対処も可能と思わ

れます。如何ですか。 

（ 「了解」の声あり ） 

 

岸部会長： 了解というお声があがりましたが、よろしいですね。それはその様にさせていただきます。それ

ではその次、報告の第 39号水道事業の取り扱いを説明願います。 
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事務局： 水道関係の手数料でございます。具体的内容といたしまして右の方に書いてあるとおり、設計審

査・完成検査手数料が統一して 3,000 円。それから給水装置工事業者指定手数料これも 30,000 円。

新たに出たのが更新手数料でございます。これが 10,000円、更新期間が 3年。今まで更新はなかった

わけでございますけども、資格者を把握するためには更新という形での取り扱いをしながら、適正な指

導をして行くという場合は必要であると言うことで更新が設置されたわけです。この更新が 17 年７月以

降という事で今までの指定業者はそのままという形の話し合いでございます。以上です。 

 

岸部会長： はい、ただ今の報告につきましてご意見を伺いたいと思います。はい和田委員どうぞ。 

 

鷹巣町和田委員： 鷹巣町ではメーターは貸付になってますけど、森吉町では買い取りになっていてそれ

が値段が 5万円とか、13ｍｍで 5万いくらでしたかしら、20ｍｍで 8万円、10万円近い金額でしたけど

も、それらはどういうふうに統一されるものなんでしょうか。この点をお訊ねいたします。 

 

岸部会長： はい、説明してください。 

 

建設部会： 今の質問につきましては合併後新市において段階的に調整をして参るという事で専門部会で

話しております。合併後、新しい水道課等で検討してもらうこととなります。以上です。 

 

岸部会長： 他にございませんか。よろしゅうございますか。はいそれじゃ無しと認めます。それでは報告に

つきましてはお陰様で終わりましたが、市章の公募（案）の概要について事務局で説明して下さい。 

 

事務局： 市章の公募の案でございます。これからの市章の公募案を関係をご説明するわけでございます

けども、市章については合併協定項目で新市において設定、制定するというふうな事で皆さんも確認

を頂いておりました。県内のいろにんな他の合併協議会におきましても、同じ様な取り組みをしながら

新市に移行する前に準備事務に着手しているところがあります。先日町長会談におきましても、是非行

いたいという事でございますので、本日その概要を申し上げながらご理解を賜りたいと思っています。

最初のお手元の資料を見て下さいますようお願いします。２ページ、３ページがその募集要項となって

おりますけどもそれを簡単にまとめたものが、１ページになってる訳でございます。作品の募集につい

ては 2月の 14日から 3月の 16日までの 31日間を予定しております。公募の方法といたしましては、

合併協議会及び４町の広報紙、それからホームページを活用して管内の地域住民の皆様にお知らせ

したいと思っております。これとは別に幅広い公募を目指す意味合いから管内の中学校、高校これら

にも出向いてＰＲしたいと思っております。それから県内外のデザイン関係の専門学校がありますので、

こちらの方にも応募をお願いします。さらに民間の情報提供業者があります。これについてもインター

ネットを有効に活用してアプローチを行いたいと思います。作品の選考と決定でございますけども、こ
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れについては新市に移行してからの作業となります。図に示してありますけども、作品の募集までを協

議会で行いまして、その後の募集作品の選定、決定は北秋田市が行ういうふうな事でございます。賞

の贈呈でございますけれども、最優秀賞として 10万円、優秀賞を４人の方に 1万円を差し上げる。この

金額は県内の先進事例はだいたいこの金額だという事でございます。次に市章決定までの流れでご

ざいますけども、そのフローをご覧ください。先程もお話したとおり募集の広報から、作品の募集までを

合併協議会で担当しましてその後は新市というふうな事でございます。新市では作業を４月上旬から

予定しているわけでございますけども、選定の作業については、新市では専門業者にお願いしながら

進めます。現在、専門業者で日本グラフィックデザイナー協会というのがありますけども、これは日本で

唯一美術デザイナーの全国組織という事であって、県内の各合併協議会もここに業務委託をしながら

進めてきた状況です。以上が市章募集の概要でございます。宜しくお願いします。 

 

岸部会長： はい。市章の公募につきまして皆さんからご意見ございませんか。はい、小林委員どうぞ。 

 

阿仁町小林委員： 募集は公募として応募資格は問わないという事は、日本全体を対象と出来るというふう

に理解していいんですね。グローバル的に、世界的でもいいんですね。 

 

岸部会長： そうですね。他にご意見ございませんか。それじゃこの概要に則って公募するということでよろ

しゅうございますか。はい、じゃこの様にさせていただきます。他に事務局の方から。どうぞ。 

 

事務局： その他の関係ですけど、次回の合併協議会の開催でございますが、各町の議会等が２月に予

定されておりますので、この次は３月の上旬あたりに設定したいと思っております。これは最終の合併

協議会となる予定ですが、日程が決まり次第すぐご連絡申し上げますので宜しくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

 

岸部会長： 今日は午後１時半から随分多くの事を審議していただき、誠に有り難うございました。大変長

時間になりましたけども本日の協議会はこれで終了したいと思います。どうも有り難うございました。 

 

 

      上記のとおり、第１６回鷹巣阿仁地域合併協議会の議事経過及び経過を明確にするため、 

     この議事録を作成し、出席委員２名が署名、捺印する。 

 

 


